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　規　　　　則　

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律施行細則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。

　　令和６年５月24日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第34号

行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律施行細則の一部を改正す
る規則

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律施行細則（平成29年京都府規則第34
号）の一部を次のように改正する。
　第１条第３項第７号中「進学準備給付金」を「進学・
就職準備給付金」に改める。
　第２条第１項中「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律別表第２の主務省
令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府
・総務省令第７号）各条に規定する事務のうち、当該事
務の区分に応じて定められた情報が同令第８条第１号イ
に規定する生活保護実施関係情報」を「特定個人番号利
用事務のうち、当該特定個人番号利用事務に係る利用特
定個人情報が、生活保護法第19条第１項の規定による保
護の実施、同法第24条第１項の規定による保護の開始若
しくは同条第９項の規定による保護の変更、同法第25条
第１項の規定による職権による保護の開始若しくは同条
第２項の規定による職権による保護の変更又は同法第26
条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報」
に、「同項」を「同表の２の項」に、「は、当該事務」を

「は、当該特定個人番号利用事務」に改め、同条第３項
中「前条第３項に規定する」を「前条第３項第１号、第
２号（生活保護法第24条第９項の規定による保護の変更
の申請の受理に関する部分を除く。）、第３号、第４号、
第８号及び第９号に掲げる」に改める。
　第３条第１項中「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号）別表第２の26の項の第２欄に掲げる」を「生活保
護法第19条第１項の規定による保護の実施、同法第24条
第１項の規定による保護の開始若しくは同条第９項の規
定による保護の変更の申請に係る事実についての審査、
同法第25条第１項の規定による職権による保護の開始若
しくは同条第２項の規定による職権による保護の変更、
同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止、同法
第63条の規定による保護に要する費用の返還又は同法第
77条第１項若しくは第78条第１項から第３項までの規定
による徴収金の徴収（同法第78条の２第１項又は第２項
の規定による徴収金の徴収を含む。）に関する」に、「第
１条第３項に規定する」を「第１条第３項第１号、第２
号（同法第24条第９項の規定による保護の変更の申請の
受理に関する部分を除く。）、第３号、第４号、第８号及
び第９号に掲げる」に、「、条例別表第３」を「、同表」
に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和６年５月27日から施行する。ただし、
第１条第３項第７号の改正規定は、公布の日から施行す
る。
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